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はじめに 

 

１．学院設立の経緯と建学の精神 

 

東洋英和女学院は、カナダ・メソジスト教会婦人伝道局から派遣された宣教師マーサ・Ｊ・カ

ートメルによって１８８４年に創立され、メソジスト教会の信仰を源流として、福音主義キリス

ト教の信仰を建学の精神としている。この信仰は、旧新約聖書に現されており、神による世界の

創造と歴史の導き、イエス・キリストの教えと働きによる人間の救済、聖霊の働きと神の国の完

成を基本としている。 

本学院はこの建学の精神の要約として「敬神奉仕」をモットーとし、「心を尽くし、精神を尽く

し、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい」「隣人を自分のように愛し

なさい」（新約聖書マルコによる福音書１２：３０－３１）とのイエスの言葉を掲げ、礼拝と教育

全体を通じてこの精神を担う人間の形成を目指している。 

 

 

２．学院教育の基本方針と使命 

 

本学院は、キリスト教による人間形成を重んじ、教育基本法および学校教育法に従う学校教育

を行うことを目的とし、幼稚園から、小学部、中学部、高等部、大学、大学院に至る総合学園と

して、幼児期・児童期・青年期の各段階に応じた、普遍的な総合的知識と心身の育成、教養と経

験等の修得を通して人間性の全人的な陶冶を目指している。そしてここに学ぶ者が、神によって

造られ愛されている自らの人格の尊厳に目覚めて自分自身を尊重することと、隣人・他者の人格

を尊重し愛する心を涵養する「霊性の養い」を教育の根本目的としている。 

 

本学院は教育機関として、生徒学生の質実な知識と高い教養と専門的能力を養い、個人の自主

自立性を促し、また他者への配慮・思いやりの精神とリーダーシップを備えた資質豊かな人間の

育成に努めてきた。これからも、「敬神奉仕」の精神を持って隣人と社会と文化の発展に積極的に

参与する人間を生み出す、神と人とに喜ばれる教育機関であることを、その使命として堅持して

いく。 

 

 

３．本中期計画の策定について 

 

本学院は、宣教師ミス・カートメルにより１８８４年に設立されて以来、一貫してキリスト教

に基づく教育の実践に努め、幾多の困難も克服しつつ、今や卒業生は４万人を超えるなど、着実

な発展を遂げてきた。２０１９度には、学院創立１３５周年、東洋英和女学院大学開学３０周年

の節目を迎え、これまでの本学院の歩みを振り返りつつ、将来の学院教育のあり方を展望する機

会を学院関係者・教職員の間で共有した。 
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しかしながら、今後の本学院を取り巻く状況に目を転じると、少子化の急激な進行による学齢

人口の減少や男女共学志向の高まり等がさらに見込まれるなど、経営環境は厳しさを増しつつあ

り、これは既に大学をはじめとして学院各部の学生・生徒募集に影響を及ぼしつつある。また、

小学部、東洋英和幼稚園の敷地を含む地域を対象とする六本木五丁目西地区市街地再開発事業へ

の対応も重要課題となっている。 

 

創立１３６年目の年度を迎えるにあたり、こうした課題、環境変化に対応しつつ、本学院が目

指す教育の一層の充実を図り、その使命である「敬神奉仕」に根差した学院教育をより充実させ

ていくことを目的として、本中期計画を策定する。計画の期間は５年間（２０２０年度から２０

２４年度）とし、期中に大きな環境変化が生じ計画の見直しが必要となった場合は、改訂するこ

とも念頭に置く。また、計画期間における毎年の事業計画および予算の策定にあたっては、本計

画との連携を常に確保し、中長期的視野に立ちつつ事業運営を実現していく。 
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中期計画（中期方針と行動計画） 

 

 １．学院全体（法人事務局）  

 

Ⅰ．基本方針 

本学院がその使命とする『「敬神奉仕」の精神を持って隣人と社会と文化の発展に積極的に参

与する人間を生み出す教育活動』を、将来にわたってより充実した形でかつ安定的に実践し、学

院関係者各位並びに社会の期待に応えていくため、学院各部と連携しつつ学院教育活動の基盤整

備（施設面、財務面、組織面）を着実に進めていく。学院全体（法人事務局）および学院各部共

通の分野における重点項目は次のとおりである。 

 

Ⅱ．目標・課題・取組 

 

＜キャンパス整備、六本木五丁目西地区市街地再開発対応＞ 

○本計画期間においては、六本木・横浜両キャンパスにおける施設整備が大きな課題である。本

学院は２００８年以来、六本木五丁目西地区市街地再開発準備組合に加盟し、将来的な学院の施

設検討の一環として、再開発計画の検討に参画してきた。当初は、大学の六本木移転を前提とし

検討を進めていたが、学院を取り巻く環境変化を受け、２０１８年１１月３０日開催の理事会に

おいて以下の方針を決定した。 

（１）これまで大学の横浜校地から六本木校地への完全移転を前提に、六本木西地区市街地再開発事業に参

画する方針の下、計画の検討を進めてきたが、２０１８年６月に公布された東京２３区内所在大学の定

員増加抑制のための法律および政令に照らして本学院の大学移転が困難であることなどに鑑み、当面大

学の移転は行わない。 

（２）しかしながら、同再開発事業の実現は東洋英和幼稚園、小学部をはじめ、六本木校地各部の教育環境

の改善・向上につながるものであり、また当地域における学院と地域社会との密接な関係等も踏まえ、

本学院として同再開発事業に参画する。幼稚園、小学部の再開発地域内における新校舎・園舎の建設に

向け、必要な計画策定を推進する。なお、開学３０周年を迎える大学については、施設の整備はじめ、

その魅力度向上のために必要なプランを今後速やかに実施していく。 

 

○これを受け、今後は、幼稚園、小学部の再開発地域内における園舎、校舎の新設などを通して、

教育環境のさらなる改善・向上を実現するため、計画の具体化を再開発準備組合等の関係者とと

もに進めていく。また、本計画の検討に併せ、本学院における各部横断的な国際教育、英語教育

および宗教教育推進のための拠点づくりの実現に向けて検討を進める。なお、再開発準備組合の

計画によると、本計画期間中においては、再開発に係る都市計画素案の策定、都市計画の決定を

目指し、関係者間で調整が進められることになっている。 

○この間、他の施設についても必要な整備を実施する。横浜校地に所在する大学施設の整備、リ

ニューアルを図るため、具体的な計画の策定を開始、実施していく。また、竣工後３０年を経た

中学部、高等部校舎のリニューアルについても、中高部と連携しつつ実施に向け取り組む。大学
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付属かえで幼稚園の園舎の将来計画についても、大学とともに検討を進める。 

  

＜財務・経営基盤の強化＞ 

○今後具体化が見込まれる六本木五丁目西地区市街地再開発事業への対応も含めた各部の中長

期設備計画を織り込み、より戦略的な予算管理、資金運用・調達を図るべく、財務運営体制

を強化する。 

〇資金運用規程の一部見直しに沿って、リスク管理に十分配意しつつ資金の性格に応じ運用益

向上も意識した運用方針を策定し実行を進める。 

○寄付目的を特定した寄付金募集を増やす。また、法人事務局に寄付募集担当部署を設置し、

各部や楓の会等と協働した募集活動を推進する。 

○収益法人の設置など、学納金以外の収入拡充策の可能性を検討する。 

○補助金獲得を推進するため、大学はじめ各部との連携を一層強化する。 

 

＜人事および組織運営＞ 

○人件費の適切な管理を各部と連携のうえ推進する。 

・入学定員管理の厳格化等により大学入学者数が減少し、学納金収入等の減収が予想される

ため、大学と連携のうえ適切な人員、人件費管理を行う。 

  ・中高部・小学部における教職員の業務量や適正な人員配置について、現状と課題を各部と

連携のうえ精査し、教職員の増員を中期的に検討する。また、大学付属かえで幼稚園にお

ける収容定員縮小、適正な教職員数についても、大学と連携のうえ検討する。 

○事務職員の定年見直しを検討する。 

  ・２０２３年度からの年金支給年齢の引上げに対応するため、中高部から幼稚園までの教育

職員および一般職員の定年（現在６３歳）の見直しを検討する。 

○一般職員の能力向上のため、以下の施策を実施する（スタッフ・ディベロップメント（SD））。 

  ・階層別の研修を継続するとともに、外部研修への参加並びに通信教育の受講を奨励し、自

己啓発を推進する。 

  ・一般職員の全体研修および一般職員と教育職員との合同研修を企画し、学院の将来に向け

て共通理解を深め協働して教育の取り組みを行う。 

○ガバナンス強化面の検討として、法人事務局における監事サポート業務の強化を図る。また

中期的課題として、内部監査体制のあり方を検討する。 

 

＜広報＞ 

○情報公開の推進 

  ・改正寄附行為や改正私立学校法の規定に沿い、ホームページ等を利用した情報発信を強化

する。 

○村岡花子記念講座（港区との連携事業）の継続 

・２０１６年度よりスタートした港区と本学院との連携事業である村岡花子記念講座（一般

公開講座）を継続、深化させ、学院のブランド力強化につなげる。 
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＜保護者・卒業生等との連携＞ 

○東洋英和楓の会の活動強化 

・２００９年に設置された東洋英和楓の会は、同窓会、後援会、母の会等の学院内の組織の

一体化および学院関係者全般の交流活発化等を目的とし、会報誌の発行、講演会等を開催

している。設立後１０年を経た今、これまでの活動実績を振り返りつつ、当初より目的と

位置付けてきた寄付金募集機能の強化をはじめ、会員特典の充実策等組織面の見直しを図

り、学院と保護者、卒業生との絆をさらに強める。 

 

＜周年事業＞ 

○学院創立１４０周年（２０２４年）記念事業を企画、実施する。 

○学院創立１５０周年（２０３４年）記念行事の検討を開始する。また、各部の教育環境整備

や新たな奨学金制度の設立などの記念事業実施も検討する。またその実現のため、寄付金募

集計画についても企画する。 

 

＜自校史教育＞ 

○学院史料の整理・目録作成を遂行し、学内各部の自校史教育・広報活動のため資料提供して

いくとともに、広く学院内外の研究機関・研究者等にデジタルデータも含めた資料提供を行

い、社会貢献を目指す。 

○学院創立１４０周年に向けて、年史もしくは周年資料集刊行を想定したデータの蓄積を行う。

またこれを、将来的な１５０年史編纂につなげていく。 

○本部・大学院棟の学院資料・村岡花子文庫展示コーナー（一般公開施設）において年４回の

企画展の開催を継続するとともに、展示活動を通じての港区の区民参画・協働事業との連携

を充実させていく。 

 

 

 ２．大学・大学院  

 

Ⅰ．基本方針 

東洋英和女学院大学は、キリスト教による人間形成を重んじ、学院の建学理念である「敬

神奉仕」の精神を現代社会において具体的に実現するために、礼拝・学内のキリスト教に基

づく諸活動を大切にしている。大学は２０１９年度に開学３０周年を迎えたが、現所在地（横

浜校地）に残留のうえ、所要の投資を行い、ソフト・ハード両面で今後の発展を期するとの

学院基本方針（２０１９年１１月理事会決定）に従って、２０２０年度から始まる３０年を

期間とする長期的行動指針（Next３０）を構想することとした。そして、その初動となる「第

１次５カ年計画（２０２０年～２０２４年）」は、本中期計画の対象期間と符合する。 

本中期計画は、既に実施された認証評価結果（本学では２０１６年度に実施された大学基

準協会の第２期認証評価）において指摘された諸課題に対する対応を踏まえて策定するもの

とされている。本学の場合、とりわけ重視されるのは、大学の教育研究活動の「質」を確認・
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保証し、「学生の学修成果」の水準等を恒常的・継続的に保証するという、いわゆる「内部質

保証」を明示するところにある。 

このため第１次５カ年計画においては、この内部質保証における取り組み状況や学修成果

を定期的に分析・評価し、改革・改善・向上に資する実効的なシステムの構築に注力する。

同時に、耐用年数面で限界を迎えつつある学内諸施設の補修に努めつつ、その抜本的な刷新

に備えて現状の客観的把握を進める。また、東京都港区と東洋英和女学院との包括連携協定

の下、「村岡花子記念講座」等で実績を上げている生涯学習センター・大学院との共催事業の

前例に鑑み、大学と横浜市緑区との同様の包括連携協定の締結に向けて調整を進める。 

近年、大学院では入学者が引続き減少傾向にあるため、組織改革、他大学との連携強化な

どの施策を実施しつつ、その効果も踏まえ、今後のあり方を検討していく。 

 

Ⅱ．目標・課題・取組 

 

＜教学面＞ 

１．教育の質保証 

（１）３つの方針の定期的な見直し 

教育の質保証のため大学全体と学部・学科・研究科において、各方針の連関を明確に

した学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程の編成方針（カリキュラム・ポリ

シー）および学生の受入方針（アドミッション・ポリシー）の３つの方針を策定する。

また、これらの方針について定期的に検証し、改善を行う。 

（２）教育方法 

教育方法について、組織的に検証し改善につなげる体制を整える。 

   ・シラバスに基づいた授業が展開されているか検証を行い、授業改善につなげる。 

   ・授業評価アンケートの回収率を上げ、効果的に活用をする。 

・大学院研究科において、隔年開講により１年目に受講できない科目があることが

入学者から不満としてあがったが、国際協力研究科、人間科学研究科臨床心理学

領域は改善を図った。他領域については、今後検討を進める。 

（３）学修成果の把握 

学修成果を多角的に測定するための評価指標を策定し、測定結果を組織的に検証する

体制を整える。 

 

２．学生支援 

学生支援の適切性について、教職員間で状況等の認識を共有し、検証する体制を整える。 

・留年者、休･退学者の状況把握および支援を行っているが、近年退学者が増加傾向にあ

るため、退学者予防の施策を検討する。 

・学力や学習意欲の低い学生への対応として、基礎教育部会や学習サポートセンターよ

りゼミ担当教員へ学習履歴に関する情報を提供し、学生の支援を行う。 

 ・学生への経済的支援制度の充実を図る。 

 ・学生の多様化に対応した支援活動を行う。 
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 ・休学者の学納金減額について、適切な減額基準を設け適用できるよう検討を行う。 

 

３．教育研究環境の整備 

教員の教育研究の環境整備に関わる方針を策定し、その方針を教職員で共有する。 

 ・専任教育職員および任期制嘱託教育職員に支給している研究費の傾斜配分を検討する。 

 ・専任教育職員および任期制嘱託教育職員への研究支援体制を強化する。 

 ・研究倫理教育を徹底し、研究不正を未然に防止する。 

 ・サバティカル制度を整備する。 

 

４．教員・教員組織 

大学として求める教員像や教員組織の編制方針を策定する。 

 ・教員の年齢構成のバランスや教育・学務の負担に偏りがみられるため、改善を図る。 

 ・教員選考規則および選考基準について、改正を検討する。 

 ・研究科における大学院での科目担当資格に関する規定等を明文化する。 

 

５．社会連携・社会貢献 

社会連携・社会貢献の方針を明確に定め、教職員で共有し、各活動を体系的に充実させる。 

・社会連携・社会貢献に関する責任組織や手続等を明確にし、各活動を検証し改善を図

る体制を整備する。 

 ・地域行政と包括的連携協定を締結し、連携を強化する。 

 

６．管理運営・財務 

 ・大学の重要方針を決定するための組織体制を整備する。 

・補助金や寄付金などの外部資金について、年度毎に達成状況を確認する等、積極的な

獲得を目指す。 

 

７．内部質保証 

大学全体としての内部質保証の検証体制を見直し、恒常的に内部質保証システムを機能さ

せる。 

・内部質保証をはじめ諸活動に関する方針を策定し、評価委員会を中心とした組織的連

携による内部質保証システムを整備し、機能させる。 

 ・外部評価委員会を効果的に開催し、学外における有識者の評価と提言を受け、自己点

検・評価活動の客観性・公平性を担保し、教育・研究活動の質的向上を図る。 

 

＜環境整備面＞ 

教育環境の整備 

 ・横浜キャンパスの施設の長期修繕計画を作成する。 

・キャンパスグランドデザインおよび長期修繕計画をもとに学内で協議のうえ、老朽化

した校舎の建て替えや修繕を行う。 
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 ・教育システムおよび事務システムを更新する。 

 ・情報機器を更新する。 

 

＜その他＞ 

１．学生募集活動 

 ・学部においては、高大接続改革に沿った新しい入試制度の実施を進める。 

 ・入学定員を厳守し、安定的に入学者を確保する。 

 ・保育子ども学科における適切な定員について、検討を行う。 

 

２．キャリア教育 

・２０１９年度カリキュラムより、全学共通科目のカテゴリーのひとつにライフデザイ

ン科目を設け、女性の視点に基づいたライフデザイン、キャリアデザインの知識修得

を目指した授業を行っている。今後はこのカリキュラムの効果について検証を行い、

改善を図る。 

 

３．就職支援 

・時間割上、就職支援講座に参加できない学生に向けてゼミ等全員出席の授業を利用し

た講座を実施し、就職を希望する学生全員に必要な情報を伝え支援を行う。 

・幼稚園、保育園、公務員等、一般企業以外への就職や大学院進学希望者への支援を検

討する。 

 

４．ファカルティ・ディベロップメント（FD） 

 ・教員の資質向上を図るための研修等を充実させる。 

 

５．高大連携 

・協定校と実施している WEEKDAY CAMPUS VISITのプログラムや協定校入試等の連携につ

いて、さらなる充実したプログラムを検討し、連携を強化する。 

 

 

 ３．中学部・高等部   

 

Ⅰ．基本方針 

中高部は、前身である東洋英和女学校以来の歴史に鑑み、本学院教育の中核を担う存在で

あるとの責任と自覚のもと、学院の使命である教育を実践し、情報を発信しつつそのブラン

ドの確立を目指していく。学院標語である「敬神奉仕」を再認識し、生徒を敬神奉仕の実践

者に成長させることを狙いとし、以下の諸点に重きを置いて教育活動を進める。 

第一に、キリスト教教育をより充実させるため、礼拝や修養会や奉仕活動等を通じて、教

職員一丸となったキリスト教教育の実施に取り組む。 
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第二に、定評のある英語教育に国際教育と地球市民教育の観点を加え、より厚みのあるも

のとしていく。Society５.０を意識し ICT 機器活用の先端教育を構築する。生徒が「自立し

た学習者」となるべく、読解力育成やコンピテンシー評価、総合探究等の研究などに取り組

んでいく。加えて文化・芸術・教養を磨く本学院ならではの感性教育についてもさらに充実

させる。 

第三に、大学進学実績も堅持する。東洋英和女学院大学への進学者確保に向けても力を尽

くすが、他大学進学者が９割となり、これらの進路実績に対する保護者の期待は大きく、共

学校志向が強まる中、これからも選ばれる学校であるために、受験対策や進路指導にも力点

を置き、大学進学実績向上への不断の努力を重ねる。 

第四に、教職員の勤務面では、生徒指導や授業研究の教員の負担が増加している状況に鑑

み、業務と行事の精査を行い、中期的施策として担当授業数の削減と人員増を図っていきた

い。また専門知識を有する職員の増員と教育参画も実現していきたい。 

施設面では、学院創立１００周年事業で建築された東棟校舎や体育館は３５年を経過し設

備の老朽化が目立っており、昨年専門業者に策定を依頼した長期修繕計画をベースに必要な

改修や修繕を行っていく。 

 

Ⅱ．目標・課題・取組 

 

＜教学面＞ 

１．キリスト教教育の充実・キリスト教精神に基づいた生徒指導の充実 

・教職員のクリスチャン率の低下、生徒の教会出席数の減少、修養会等の質向上といっ

た課題に対し、ノンクリスチャン教職員への働きかけ、教職員研修と研究の充実など

を行う。 

 

２．英語教育をベースにした国際教育・地球市民教育の重層化 

  ・英語教師の採用と育成の充実、生徒の留学支援の充実を図る。 

・海外提携校姉妹校の増加、海外留学生の受け入れ、海外校との交流、海外大学進学や

留学への支援を推進する。 

  ・SDGs（持続可能な開発目標）に関する研修と研究を行う。 

  ・小中高大での英語教育の一貫性の確立を目指し、学院英語教育部会の創設を検討する。 

 

３．「自立した学習者」を育むカリキュラムの構築、指導要領改訂に伴うカリキュラムの改訂 

・教員の研究時間や外部研修受講の確保、一般職員の教育参画を推進し、対話型授業の

増加、総合探究時間の確保、評価方法の見直し、個人 PC活用での自学推進といった課

題に対応していく。中学生では基礎学力向上を目指し、読解力をつけさせ自学自習が

できるよう導きたい。 

 

４．ICT教育の充実 

・生徒所有個人 PCの活用促進を狙いとした担当委員会の設置、教員の研究時間の確保を
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図るほか、社会科教室３１６教室のリノベーションと ICT 支援室の充実や配布物のペ

ーパーレス化に向けた検討を行う。 

 

５．大学進学実績の充実 

   ・教員の指導時間の確保、職員の教育参画、進路指導室のリニューアルなどにより、進

路指導（海外大学含む）や受験情報の収集・発信の充実を図る。 

 

６．文化･芸術･教養等の感性教育の発展 

   ・既存の鑑賞行事、コンサート、作品展、読書指導を継続するとともに、学校指定の課

題図書等の指定、他校交流での古典読書会の再開について検討を行う。 

   ・一方で、教科時間数や年間行事を実施する中での教育時間の確保、増加する教科コン

テンツとのバランスなどの課題についても今後検討を進める。 

 

７．生徒指導面の組織的な取り組み 

  ・近年増加傾向にある不登校生徒への組織的な取り組みが課題となっており、対応する

担任教師の負担軽減や家庭環境による問題のある生徒へのサポートのため、スクール

ソーシャルワーカーの採用、スクールロイヤーの定期相談や学校訪問、問題生徒カン

ファレンスを中心とした組織対応、外部の支援組織との連携、教師のカウンセリング

スキル向上などを推進する。 

・保護者向けの学校理解のためのプログラム策定を検討する。 

  ・ネットトラブルの増加に対応するため、スマホ･SNS 教育のプログラム化を検討する。 

 

８．野尻キャンプサイトにおける野外教育の充実 

・リーダースキャンプを引続き実施し、プログラムの質的向上、リーダーの育成を図る。 

   ・従事する教員の負担軽減策として、一般職員の参画を検討する。 

  ・施設設備メンテナンスや安全管理対策・暑さ対策を考慮したキャビン改築の検討を開

始する。 

  ・野尻キャンプサイト５０周年記念誌の編纂を行う。 

 

＜環境整備面＞ 

冒頭述べた東棟校舎や体育館のほか、西棟校舎についても求められる教育内容が激変して

おり、校舎全体として修繕のみならず大胆なリノベーションを検討する。とくに社会科教室、

LL教室、図書室は生徒募集の観点からも、まずは早急に順次リノベーションを行うことを検

討する。なお、体育館は１５０周年記念事業として全面建て替えを検討する。 

具体的な検討項目は次のとおり。 

  ・体育館の全面建て替え（１５０周年事業を展望） 

・社会科教室３１６教室のリノベーションと海外留学支援室 ICT支援室の移設 

・教師とコンピュータ教室の PC更新 

・LL教室、図書室、被服室、美術室、書道室、放送室のリノベーション 
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・６階ロビー美術ギャラリー設置工事 

・教室のホワイトボード化、HRのロッカーやモニターの更新 等 

  

＜その他＞ 

１．広報活動の充実 

    ・新しい広報戦略の確立について検討を進める。 

・教員の負担軽減のため一般職員の参画を進める。 

    ・ホームページ等 Webの活用により情報発信機会を増やす。 

 

２．災害対応への取り組み 

   ・シチュエーション毎の避難訓練を実施することにより、生徒教師の意識向上を図る。 

   ・災害時の学校留置きにおける生活用品や食料水の増加への対応、生徒の在校確認手段

の確立、情報発信の方法について検討を行う。 

   ・学院と他部との危機管理体制についての連携を推進させる。 

 

３．寄付金をベースとした在校生への資金支援 

  ・現在の家計急変による奨学金制度を維持し、新たに寄付金による授業料免除「給費生」

の新設の検討を始める。また、海外短期留学や語学研修に対する寄付金による支援制

度も合わせて検討する。 

 

 

 ４．小学部   

 

Ⅰ．基本方針 

小学部の起源は、東洋英和女学校の創立間もない１８８６年に設立された東洋英和女学校

予科に遡る。以来、小学部では、「敬神奉仕」の精神の具現化を変わらず教育の第一義とし、

神からいただいた愛と恵みを用いて、自分と他者を愛することができるように導く教育を行

っている。 

教科教育においては、各教科で学びが喜びにつながる教育内容を目標とし、「小学部ならで

は」の ICT の活用の研究を継続する。また、伝統的に特色ある英語科、芸術系、実技系各教

科の充実を図り、個々のユニークな力を伸ばすことに努める。海外の姉妹校（梨花女子大学

附属初等学校）との交流を中心とした国際教育、運動会、学芸会、コンサート、夏期学校、

修学旅行など年間の様々な行事をさらに充実させ、児童一人ひとりの生き生きとした取り組

みを全力で支える。この一方で、固有の課題を抱える一人ひとりに寄り添い、笑顔で日々が

過ごせるように、教員間の連携を深め、養護教諭、カウンセラー、管理職が関わる教育相談

体制をさらに充実させる。 

小学部にとってとりわけ重要な課題は、六本木五丁目西地区市街地再開発事業への対応で

ある。２０１８年１１月開催の理事会において再開発事業に参画するとの方針が決定された
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ことにより、再開発対象地域内に所在する小学部は今後１０年程度以内には現校舎での教育

活動を終え、新校舎へ移ることとなる。本中期計画期間である２０２０年度からの５年間は、

将来構想を固めるという点で重要な意味を持つ期間となるため、地区の特徴、教育界の動 

向、持続可能な社会を目指すことなどを鑑みながら、再開発後、最もよい形で東洋英和らし

さが出る新しい教育の展開を実現させるため、夢と希望を持ってその計画にあたる。新規構

想としては、児童数・クラス数の見直し、国際教育の新展開、アフタースクール活動の導入

の可能性について検討する。 

同時に、学院建学の精神を常に教育理念の根底に据えながら、今目の前にいる児童一人ひ

とりに寄り添い、その学力を高め、心を育てる教育を進めていく。 

 

Ⅱ．目標・課題・取組 

 

＜教学面＞ 

「敬神奉仕」をあらわす子どもを育てる。 

・学習指導においては、思考力、表現力を高めることに重点を置き、同時に互いの向上を

求めることを目指させる。 

・社会に目を向けた教育活動の展開を進める。 

 

＜環境整備面＞ 

・清潔で落ち着いた教育環境づくりのため、校舎内を整備し改修を行う。 

・ICT教育環境の整備を進める。 

・給食に係わる備品整備を３か年計画で行う。 

・防災関係体制・備品の充実を図る。 

・業務効率化を目指す。 

 

＜その他＞ 

・六本木五丁目西地区市街地再開発事業に伴う、校舎建て替え計画の検討。 

 

 

 ５．東洋英和幼稚園   

 

Ⅰ．基本方針 

１９１４年に創設された東洋英和幼稚園は、本学院の一貫教育の始まりに位置付けられて

おり、これまでに培われた伝統あるキリスト教保育を実践している。キリスト教に基づく保

育を通し、幼稚園に連なる者が神に出会い、安心感をもち、自己と他者を愛し、学院の建学

の精神である「敬神奉仕」の実践を目標とする。遊びを中心とした園生活の中で、人格形成

の基礎を培う幼児期にふさわしい心身の成長を支え、個性を活かし主体的、創造的に成長す

るよう導く。 
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子どもの育ちには家庭との連携が不可欠であり、保護者とともに協力し援助する。 

園の伝統を受け継ぎつつ、現状に適した保育の検討に合わせ、新園舎での保育環境、内容

等の検討を継続していく。 

また、小学部と同様、本幼稚園も六本木五丁目西地区市街地再開発事業の対象地域に位置

しており、本学院の再開発事業参画に伴い、今後、１９６２年に建設された歴史ある現園舎

から新園舎に移転することが予定されている。再開発の参画を機に教育・保育環境がさらに

向上するよう、専門業者の助言を得つつ、施設計画の策定を推進していく。 

 

Ⅱ．目標・課題・取組 

 

＜教学面＞ 

○保育の質の向上を図る。 

・保育の内容を見直し、協議し実践する。 

・活動の充実に努める。 

・園児一人ひとりの育ちを全教員で共通理解を持ち、支える。 

・地域との触れ合いを深める。 

・保育者は専門知識を学び、保育に活かす。 

・保育者は教会に出席し、キリスト教の学びを深める。 

○保護者と保育者、保護者同士、保育者同士の信頼関係を構築する。 

 

＜環境整備面＞ 

・幼児期の心身の健やかな発達に適した環境の整備をする。 

・主体的な遊びを促す環境の整備をする。 

・自然の中で五感を培う保育の充実を目指す。 

・人員配置を図り、安全面に配慮する。 

・教職員の共通理解と協力体制のもと、危機管理を徹底する。  

・緊急対応について時代に適したマニュアルを策定する。 

 

＜その他＞ 

・六本木五丁目西地区市街地再開発事業に伴う、園舎建て替え計画の検討。 

・保育形態の見直しの検討。 

・ホームページ、パンフレットなどによる情報発信の推進。 

 

 ６．大学付属かえで幼稚園   

 

Ⅰ．基本方針 

大学付属かえで幼稚園は１９７３年に大学（当時、短期大学）の付属園として設立された。

設立以来、キリスト教を基盤にした保育を、たまプラーザ周辺の地域の子どもたちを対象に
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実践してきた。 

   大学の付属園として、大学と連携し保育（教育）を考え深めるとともに、学生たちの見学

や教育実習の場となり、保育への希望と使命感を持つ保育者の養成に関わる。また、地域に

根差した園として、地域との連携を引続き強める。 

少子化・共働き家庭の増加などにより、園児が集まりにくい状況にあり、本園も年々園児

数が減少していることを踏まえ、保育体制の見直しを含め、大学、法人事務局とともに検討

を進める。また設立時に建設された園舎についても、大学、法人事務局とともに建て替えも

視野に中長期計画を検討していく。 

 

Ⅱ．目標・課題・取組 

 

＜教学面＞ 

○これまで大切に育んできた以下の事項を今後も継承する。 

・子ども、保護者、教職員が皆、神とイエス・キリストによって愛され生かされている

ことを知り、育ちあう。礼拝を大切に守る。 

・個性・発達・育ちの背景・文化など、一人ひとりの違いを理解し受け止め保育する。 

・教職員と子ども、教職員と保護者、教職員同士の関わりの中、子どもたちの中に安心

と信頼を育む。 

・子どもが、落ち着いて遊ぶことのできる環境を保証し、心と体と知恵を十分に動かす

ことができるよう支える、等。 

 

＜環境整備面＞ 

・現在ある環境を大切にし、子どもの安全と安心が守れるよう、整備・修繕する。 

・地震による災害を想定し、これまで以上に対策を考え実施していく。 

・園庭の木製遊具の経年劣化に配慮し、でき得ることは教職員や父親と修理し、その他は

専門業者による修繕を計画する。 

・園庭の自然環境を大切に守り、整備し、子どもとともに創り出す。 

・現園舎について、大学・学院との話合いの場で、建て替えも視野に中長期計画を検討す

る。 

 

＜その他＞ 

 ・２０２０年度に予定しているホームページリニューアルを契機に情報発信を強める。 

 

 

 

 

  


